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総務省 政務三役会議 議事概要 

 

日時：平成２２年３月１８日（木）９：３０～９：５５ 

場所：総務大臣室 

議題：○協議事項 

・法令集購入の見直しについて 

○報告事項その他 

・グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 地球的課題検討部会（第４回）の

結果について 

・有線音楽放送事業の正常化に関する検討チーム（第１回）について 

・デジタルネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会（第１回）につい

て 

・国際シンポジウム開催の結果について（新たな電波の活用ビジョンに関する検討チーム） 

・第２回新たな過疎対策（ソフト対策）の推進に向けての研究会 

・第４回整備新幹線問題調整会議（概要） 

 

○渡辺副大臣 

皆さんおはようございます。それでは、政務三役会議を始めさせていただきます。それでは大臣、御

挨拶をお願いいたします。 

 

○原口大臣 

おはようございます。予算、今参議院で審議をさせていただいています。法律についても、過疎法を

始め、色んな法律が御審議をいただき、そして中にはそれを通していただいたということでございます。

過疎法については、議員立法で多くの超党派の皆様のお力を頂いて、総務省の司（つかさ）、司（つか

さ）に、これを即使えるように年度内に政令、様々なしっかりとした措置を取るように改めて副大臣、政

務官の方から指示を徹底してください。年度内にしてください。 

二点目は郵政でございます。郵政についてはですね、亀井大臣と緊密に連絡を取りながら最後の詰

めをやっています。来週の頭には一つ大きな方向性を出せると思います。皆さん御苦労様でございま

す。そこで一つ明言しておきたいのは、やはり経済の状況、金融の状況、こういったものにしっかりと目

配りをしながらやっていくということでございます。日本郵政に取りついたまさに間違った民営化の方向

をしっかりとした改革の方向性、特にディスクローズですね、今までの、本当にこのディスクローズ、検

証作業をしていますけども、この郵政に今までの民営化が良かったんだなということを言う人たちに明

確になぜ駄目だったのか、ＪＰエクスプレスがどれだけの借金をしたのか、あるいは不動産投資や簡保

の宿の問題等、どんな問題が起きてきたのか、それから国民の郵政に対するサービスそのものがどの

ようになってきたのか、きっちりと言えるようにしてください。そして、今、前の体制でやってきた郵政は

持続可能ではないということがはっきりしてきたわけです。全国のネットワークを維持するのにも、ある

いは郵政事業をやるにも持続可能な事業にして行くということで頑張って行きたいと思います。 

それから昨日、デジタルコンテンツのＡＭＤアワード２０１０というものが行われまして、総務大臣表彰、

「セカイカメラ」というものに総務大臣表彰をさせていただきました。アバターであるとか、あるいはミク

シィとか、いろんな挑戦が起きています。様々な挑戦を可能にするためには何が一番必要かというと、

自由でそして余計な規制がない、それが一番大事でございます。新しいＩＣＴ環境に挑戦をしていくとい

うことで皆さん頑張ってください。特に放送と通信、総合法制、これも大事でございまして、最後の詰め
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と、それからＩＣＴ維新ビジョンを達成するためにですね、様々な宿題を皆様にお渡しをしていますので。

これはいろんな利害関係人があって、Ａという面からすると今までの大きなメガキャリアに寄っているの

ではないか、Ｂという面からすると、いや、別のキャリアに寄っているじゃないかと、いや、どこそこの、

海外のメディアに、そんなの全くありません。私たちが考えているのは情報通信事業における国民のア

クセスの権利、それから、そのコミュニケーションを活発にしていく、そのこと一点でございますので、大

きな利害が絡むものでございますから、内側の閉じた議論をするのではなくて、世界のスタンダードを

つくる、そういう大きなダイナミズムの中に国民の皆さんの御理解をいただけるような努力をお願いしま

す。 

これで最後ですけれども、行政改革、地方の出先機関、これ、枝野大臣と行政刷新の、私もメンバー

ですけども、合意をして、そして、出先機関の仕事の仕分け、これをやろうということで一致をいたしまし

たので、これも総務省としても大きな仕事でございます。年金の、消えた年金のところが今、第三者委

員会の回復がもう 5 割を越えてきました。しかしこれ、いつまでも国民の皆様にそれぞれその、あっせ

んをお待ちいただくということにはできません。しっかりとやっていきたいというふうに思いますし、今日、

また、年金の積立金のＧＰＩＦの問題についてもこの間、各社の論説、あるいは解説委員の皆様にお集

まりいただいて、私たちがやろうとしているのは危険な運用をしろなんてことは一言も言っていません。

より安心で安定した年金運用を国民の皆様にお届けするためにＧＰＩＦも含めた年金運用のガバナンス

が、どうあるべきかということを申し上げているところでございますので、そういう事も併せて私の方から

強く応対をしておきます。今日は以上でございます。 

 

○渡辺副大臣 

 はい、それでは協議事項、私の方から手短に申し上げます。先般の予算執行適正化チームの中でで

すね、いわゆる総務に関わる部分、物品の購入費等ですけれども、こういう情報通信の法令集、ある

いはこういう人事・行政管理法令集、毎年毎年購入しています。お手元のとおりです。平成２０年度でこ

っちの方が１,８２０冊、約５００万円。こっちの方がですね、約８１０冊、合わせて６８０万円。毎年毎年買

っているわけですが、これは本当に活用されているのかと言ったらですね、改革案を出せということをし

ましたら、例えばこれもう省内でも配付先の意向確認、ほとんど積んでおくだけというものもあるという

ことですけれども、これ一律配付を見直すべきだ。それからこれですね、ほとんど内容が変わらない。

時々、法律改正になって変わった場合はですね、例えば、裏にルーズリーフで何年何月、ここの何条

が変わったということをやるような形で工夫できないか。そしてもう一つは内藤副大臣と九段に行きまし

た。電子政府化と言ってですね、総務省がやっている所に行きました。まだまだ内容としてはこれから

だと思いますが、行きますとですね、こういう法令の、まさに検索できるシステムというのを作っている

んですね。何で今やっていることに併せて、片方でこれを買わなきゃいけないのかと、電子政府で法令

がまさにＰＣから得られるような、もう既に全部やっているんですよね、出来ているんですよね。これも

実態を見てきました。でもまたこれを一冊１万円も出して買わなきゃいけない。いったい何だろかと、そ

もそも出版物を外に外注しなくたって、この法令は総務省でやっているわけですから総務省の中にです

ね、何らかの形で法令のファイルというものを、自分たちの手で残しておいたら良いんじゃないか。とい

うことで、今、工夫をさせているところでございます。少しでもこうした浪費の悪弊を何とかリセットしてい

こうと。変えていかねば、というふうに思っております。今、現状やっていることの報告とですね、事務方

から見直し策として改善方法が出てまいりましたので、この点につきましても、ご教示いただければと

思います。以上です。 

 

○原口大臣 
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これ関連してですけど、クラウドコンピューティングも今の議論と同じですけども、クラウドをやろうと

いうと、必ず、日本的な考え方と私は言いたくないけど、無駄を放置する考え方は何かと言うと、一番

高い東京の土地に、お菓子のような建物を建てて、がんがんにクーラーを効かせて、そしてそこでクラ

ウドを運用すると。もうこんなことはこれ絶対許しませんから。各国のクラウドは非常に人口の少ないと

ころで、しかもガレージのようなもので、もう、三年位でコンピュータが壊れてもいいというぐらいの、極

端な言い方ですけども、熱を放出するわけですけども、熱を強制的に冷やせば冷やすほど、地球環境

にも悪い。やはり、何を取って何を捨てるか、ということをしっかりと選択。これ、両方に関わることです

から。電子政府化とＩＣＴ化、今、私の言った方針に反するものは全てはねて下さい。もちろん、安心や

安全というところはありますけれども、フルスペック、全て一番いいものをというのを、物品のこれもそう

ですよね。よろしくお願いします。 

 

○渡辺副大臣 

それでは、報告事項その他でございます。内藤副大臣から４件あります。時間がありませんので簡

潔にお願いします。 

 

○内藤副大臣 

わかりました。私から４件連続で報告させていただきます。まず、タスクフォースの４番目、金子先生

に座長を勤めていただいております、地球的課題検討部会、だんだん議論の枠組みができあがりまし

たのでポイントだけお話させていただきます。早急に実現すべき課題として、環境、医療、教育の３つ

の重要分野があるだろうと。そしてこれらのものに加えて、もっと横断的にインフラ的なものとして、地

域の絆の再生、そして「人」中心の技術開発、こういう整理をさせていただきました。そしてその上でで

すね、これらの分野を重点的に開発すると、これはあくまで地球的課題の検討というのがアジェンダで

ございますから、日本で、国内でいち早く成功事例を作ってこれを世界に普及展開していくことで貢献

をしていく、こういう枠組みで今後議論していこうというふうに決まったことをご報告させていただきます。

１番目は以上でございます。 

 

○原口大臣 

これですね日本だけでやると、さっきみたいにフルスペックになったり。いわゆるローコストの所で世

界に勝つためにはローコストのその拠点が必要ですから、ローコストで生産できるような所とリンクを張

るように。つまり日本だけで閉じた経路をやらない。もちろん元は日本ですし日本の国民にその利益が

返ってくるというのが大前提ですけれども、日本だけでやると、ものすごくフルスペックで結果、その発

展途上国にもどこにも使えないというものにならないようによろしくお願いします。 

 

○内藤副大臣 

分かりました。しっかりと留意して行きたいと思います。次に２番目の報告をさせていただきます。有

線音楽放送事業、これはいわゆるキャンシステムとＵＳＥＮとのいろいろな問題でございますが、過日３

月９日に第１回の検討チームを開催させていただきました。いろいろな議論が出ましたがそのポイント

だけを報告をさせていただきます。ここに書いてありますように、この線は何を意味するかと言うとＵＳＥ

Ｎが正常化した時でございます。そのビフォーアフターということで議論すべき論点が違うだろうと。ま

ずビフォーのところでございますが、１番目として正常化協議会においてＵＳＥＮのみを正常化させ、キ

ャンシステムについて正常化させなかったその経緯を明らかにすること。二つ目といたしまして政治家

等の働きかけがある案件と認識していたのか否か、また接触があった政治家の名前、案件、回数そう
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いったものを調査。そしてまた、行政としての方針決定の方法。これをビフォーのこととして議論していく。

そしてアフターでございますが、正常化協議会においてキャンシステムを取り扱わず、総務省単独で正

常化の指導を行ったこととした理由はなぜなのか。そして二つ目として３度の正常化の期限延長したわ

けでございますが、その理由を検証し、総務省側の指導内容を検討していきたい。そのほか、延長に

より違法行為、状態が放置されることについての認識。４つ目といたしまして、政治家等の働きかけが

ある案件として認識していたのか否か。これはビフォアーの方でも申し上げましたが、また、接触があっ

た政治家の名前、案件、回数。ということで、４月上旬を目処として、この議論を進め、とりまとめを行い

たいと考えております。以上でございます。 

次は、３月１日に、テレビの周波数帯の空きを利用したホワイトスペースのシンポジウムを開催させ

て頂きました。この報告を簡単にさせて頂きたいと思います。まず、３００人規模でのシンポジウムだっ

たのですが、この規模の開催というと、周知してから席が埋まるのに１週間から２週間は時間がかかる

そうなのですが、発表の当日に席が埋まったという、それだけ関心が高いということでございます。アメ

リカからは、マイクロソフト、インテル、あるいは、ヨーロッパからは、欧州委員会等を招いてシンポジウ

ムを開催させて頂きました。一言で言えば、これは本当に地域活性化のための有力な手段ということで、

大変関心を受けながら進めたわけでございます。内容については、後からご覧頂きたいと思います。

今後の流れについて簡単にお話させて頂きたいと思います。開始できるのは、当然のことながら、地デ

ジが完全移行を終える２０１１年の７月、つまり、今から１年半後なのですが、ただ、多くの関心を寄せ、

また、提案もいただいているということも踏まえ、４月ぐらいからその頂いた提案をしっかりと審査して行

き、これはと思う案件については、１年前倒しをして、７月から早々と始めて頂こうと。つまり、特区とい

う形で始めていただくことになっております。そして、その中で、さらなる関心を巻き起こしていって、１年

半後の本格実施には、もっともっといろいろなものをホワイトスペースでやっていただこう、という考え方

であります。 

 三つめの案件、昨日の夕方、デジタル書籍に関しての懇談会の第一回目を開催させていただきまし

た。昨日の今日なのでペーパーは無いんですが、一つだけ申し上げさせていただきますと、まさにこれ

は政治主導のなせる業ではなかったかと思うんですが、実は昨日の懇談会は総務省だけではないくて、

文科省と経済産業省が三省合同で懇談会を立ち上げました。総務省からは、関係ということで言えば、

メーカーですとか、あるいは通信事業者、そして文科省の関係で言えば著作権団体とか出版社業界、

あるいは流通業界、つまり関係する、ありとあらゆるところに集まっていただいて、第一回目の懇談会

を開催させていただきました。で、5 月、6 月頃を目途に、一定のデジタル書籍がしっかりと市場を構築

できるようにということで、規格の統一化だとか権利処理等について議論を進めていきたいと思ってお

ります。以上でございます。 

 

○渡辺副大臣 

 はい。小川政務官。 

 

○小川大臣政務官 

 はい。過疎対策ですけれども、法律の成立を受けまして、大臣からご指示いただいたとおり、政令の

最終の協議中でございます。併せてソフト対策ですが、過疎債の枠が２，７００億、実績で２，２００～２，

３００億これまで使ってきたということで、４００～５００億の枠がございますので、これをどういう分野に

どういう基準で重点的に充てていくのか、引き続き検討を進めております。以上です。 

 

○原口大臣 
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 これ、立法者、提案者によくフィードバックをして差し上げてください。 

 

○小川大臣政務官 

 はい。承知しました。 

 それから整備新幹線ですが、一通り北海道ルートと北陸ルートのヒアリングが終わりまして、残りは

九州ルートです。ＪＲからもいろいろと話を聞いております。併せてこれからＢ／Ｃの検討に入っていくと

いうことでありまして、これまでよりはやはり地域振興効果を安易に数値に入れることがないようにとい

うことと、成長率をいくつか落とし込んで、非常に厳しく見積もる必要もあるだろうということが、これまで

の検討とはちょっと違うという見込みです。以上です。 

 

○渡辺副大臣 

 はい。その他ございますでしょうか。 

 

○原口大臣 

 はい。二点。一つは脳と、それから情報通信科学の融合研究。これを積極的に総務省としても進めて

いきたいと思います。脳のところは例えば今まで植物状態にあると考えられていた方も実は意思を発

信しているのではないかという研究も進んできました。あるいは、たとえ、その信号が手足に伝わらなく

とも、それをＩＣＴに繋げることによって様々な可能性が広がるということもわかりました。私たちはＩＣＴ化

を進めていますが、あと何十年後かには今のような技術だと、ＩＣＴが発する熱が５割を超えると言われ

ています。ところが、脳を本物のコンピューターにすると１億台分ぐらいのコンピューターがいるとの話

ですけれど、脳はこれぐらいでそんなに熱は出していません。なぜなのかということで、これがブレイク

スルーの大きなポイントでございます、環境問題に対しての。これを積極的に進めて行きたいというの

が１点です。これから私たちは世界に打って出る、パラダイムチェンジの時には黒船が日本を開いたよ

うに、まさに黒船が必要です。まあ、黒船は大砲でよそを開きましたけれども、私達は平和な技術とそ

れから未来への希望でですね、様々な可能性を開いていけるように、そういう黒船を作って行きたいと

思いますので。よろしくお願いします。 

 

○渡辺副大臣 

はい、是非、その辺の事前準備のために、こんな本があるとか、こういう人のあれが面白いとかあり

ましたら教えて下さい。では、他に無ければ、これで三役会議を終わります。 

 

終了 


